
 まち・ひと・しごと創生法に基づく「墨田区総合戦略」（骨子案） 

 
１ 地方創生とは 

（１）総合戦略策定の主旨 
○加速度的に進む少子高齢化・人口減少に対する政府一体

となった取組の必要性から、「まち・ひと・しごと創生法」
が制定された。（平成２６年１１月） 

○同法に基づき、国は「長期ビジョン」及び「総合戦略」
を策定した。（平成２６年１２月） 

○東京一極集中の是正、若い世代の結婚・子育て希望の実
現、2060（平成７２）年に１億人程度の人口を確保（国
の長期ビジョン）することなどを目標とし、各自治体が
それぞれの特徴を活かし、自律的かつ持続的な社会の創
生をめざすこととなった。 

２ 人口の現状分析（墨田区人口ビジョン原案より） 

～ 夢と希望がかなう、どこよりも素敵で魅力的な「暮らしたいまち・働きたいまち・訪れたいまち」をめざして ～ 

○墨田区の総人口は今後も増加傾向にあるが、2030（平成 42）年頃をピ
ークに減少傾向に移行する見込みとなっている。年齢階層別では、更なる
高齢化の進行が想定され、年少人口増加による高齢化の抑制が課題となる。 

（２）総合戦略の位置づけと策定の考え方 
○まち・ひと・しごと創生法に基づく５か年戦略（計画

期間：平成 27～31 年度）として、「墨田区総合戦略」
を策定する。 

○総合戦略は、本区の実情に応じた今後５か年の目標や
施策の基本的方向、具体的な施策を示す計画とする。 

○現在策定中の新たな墨田区基本計画との整合を図ると
ともに、国及び都の総合戦略も踏まえた、中長期的な
視点で策定に当たる。 

（３）総合戦略に定める内容 
＜基本目標（国の総合戦略の４つの政策分野を勘案）＞ 
 墨田区人口ビジョンの内容を踏まえ、政策分野ごとに、

戦略の基本目標を設定する。 
※ 国の総合戦略の４つの政策分野 
  ・地方における安定した雇用を創出する 
  ・地方への新しいひとの流れをつくる 
  ・若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
  ・時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、

地域と地域を連携する 

＜講ずべき施策に関する基本的方向＞ 
 基本目標の達成に向け、推進すべき施策の基本的方向

を示し、具体的な施策を掲げる。 
＜数値目標・重要業績評価指標（KPI）の設定＞ 
 設定した基本目標における数値目標の他、各施策の進
捗状況を検証するための重要業績評価指標（KPI）など
を設定する。 

※ ＫＰＩ・・・Key Performance Indicator の略 

○年少人口の転出超過であることから、小さな子どものいるファミリー層の
転出が多いと推察される。適正な人口バランスを保つためには、転入者数
の維持とともに、子育て世代などをどのように増やしていくかが課題とな
る。 

○墨田区の有配偶率は、1995（平成７）年以降一貫して低下を続けている。

近年女性の出産年齢が上昇していることも踏まえ、若者が結婚しやすい環

境を整えることが課題となる。 

○子育て世代をはじめ、多様な世代の人々にとって暮らしやすい環境を整え、
誰もが住みたい・住み続けたいと思えるまちづくりが課題となる。 

○経済価値を生み出す産業の基盤をつくることに加え、子どもを産み育てや
すい環境づくりとして、ワークライフバランス等の視点も踏まえた女性の
働く環境づくりが課題となる。 

基本目標Ⅰ  

「暮らしたいまち」の実現 

●若い世代の結婚・出産・子育ての希
望をかなえ、教育環境を整備し、夢
や希望と誇りを持てるまちをつく
る 

●安全・快適に暮らせる地域をつく
り、多くの人に選択され、住み続け
たいと思われるまちをつくる 

基本目標Ⅲ  

「訪れたいまち」の実現 

 

基本目標Ⅱ  

「働きたいまち」の実現 

●歴史や文化、観光資源など、多
彩な個性や魅力による賑わい
を創出し、多くの人々が憧れる
まちをつくる 

●地方との活発な交流を通して、
共に発展するまちをつくる 

●ものづくり産業や地域の特
色を活かした商業・サービス
業のさらなる活性化を図り、
誰もが生きがいをもって働
けるまちをつくる 

課 題 

 ひとの自然増   
活力ある年齢構成を維持するため、若い
世代が安心して子どもを産み育てられる
環境をつくることが求められる。 

 ひとの社会増   
墨田区の人口増加は、若い世代を中心と
した社会増によって支えられており、若
い世代を含む誰もが住み続けたいと思え
る環境を整えることが求められる。 
 しごとやまちの力   
観光などを活かした産業の活性化を図る
とともに、安心して暮らし、働き続ける
ことができる環境づくりを行うことが求
められる。 

将来展望 

基本目標 ・平成３７（２０２５）年（基本計画最終年度）に２７．５万人 
・平成７２（２０６０）年に３０万人 目標人口 

資料３ 


